
滝沢市保育所・認定こども園 ( 保育所機能 ) の保育料表 (2号・3号)

年齢を問わず
世帯で第2子以降

年齢を問わず世帯で 第１子

全年齢3歳以上3歳未満（短）3歳未満（標準）定 義階層

0000生活保護世帯a

0000市民税非課税世帯b0
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b1

006,1006,200所得割の額が48,600円未満b2

009,0009,000
所得割の額が48,600円以上
54,600円未満

b3

009,0009,000
所得割の額が54,600円以上
57,700円未満

b4

009,0009,000
所得割の額が57,700円以上
59,400円未満

b5

009,0009,000
所得割の額が59,400円以上
77,101円未満

b6

0017,40017,600
所得割の額が77,101円以上
78,600円未満

b7

0021,30021,600
所得割の額が78,600円以上
97,000円未満

b8

0025,60026,000
所得割の額が97,000円以上
115,000円未満

b9

0029,50030,000
所得割の額が115,000円以上
133,000円未満

b10

0035,40036,000
所得割の額が133,000円以上
169,000円未満

b11

0041,30042,000
所得割の額が169,000円以上
268,000円未満

b12

0046,30047,100
所得割の額が268,000円以上
301,000円未満

b13

0050,80051,600
所得割の額が301,000円以上
397,000円未満

b14

0064,90066,000所得割の額が397,000円以上b15

○母子世帯等の保育料（月額）

4月から8月分保育料（前期賦課）：前年度市町村民税により算定
9月から3月分保育料（後期賦課）：今年度市町村民税により算定

○用語解説
・保育標準時間：施設を最大１１時間利用する保育標準時間認定を受けた子ども
・母子世帯等：母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の属する世帯又は身体障害
者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象
児童又は国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の支給者に属する世帯

○備考
１.市町村民税所得割額は、寄附金控除・配当控除・外国税額控除・住宅借入金等特別控除・特定増改築住宅借入金等特別控除をする前の額となります。
２.児童の年齢は、4月1日の前日の満年齢を適用します（年度の途中で誕生日を迎えても変更となりません）。
３.所得税・市町村民税について、修正申告をした場合は、保育料が変わる場合がありますので、変更後の税額がわかる書類を提出願います。
４.祖父母等と同居している場合で、父母の収入額が生活保護制度の最低生活費以下と判断される場合は、祖父母等のうち家計の中心となる方の課税額に
より保育料を決定することがあります。
５.利用する施設によって、保育料以外に、施設の運営に係る経費などの特定負担額や、教材費などの実費徴収を求めることがあります。
６.未申告等により市町村民税額が確認できない場合は、暫定保育料として最高額の保育料を負担していただきます。
７.保護者が離婚協議や別居等をしている場合でも、離婚が確定していない場合は父母の市町村民税所得割額を合算し保育料を算定します。だたし、住民票

上別居しており、離婚調停の事実が確認できるもの（調停期日通知書の写し等）の提出がある場合は父又は母のみの市町村民税所得割額で保育料を算定
します。
８.ＤＶや児童虐待を受けている場合、ＤＶや児童虐待の事実が確認できるもの（保護命令、ＤＶ証明書の写し等）及び申請者と児童が社会保険上、配偶者の

扶養に入っていないことがわかるもの（又は申請者と児童のみ国民健康保険に加入している等）の提出がある場合は父又は母のみの市町村民税所得割額
で保育料を算定します。

(単位：円)


